
3月25日（月）第７回労使協議会開催し、賃闘妥結

 （妥結結果は、3月26日配信の闘争情報Vol.4参照下さい）

　会社からの２回目回答後に執行委員会を開催し、物価上昇

分を上回る賃上げが組合員に確保されたこと、生産性と業績

向上への組合員の頑張りに対し、更に評価の跡が見えたと判

断し、賃闘妥結することとしました。要求どおりの結果では

ないが、会社側は組合員の意見に真摯に向き合い、丁寧に検

討を重ねて回答をしたと評価でき、組合員に心を寄せ、考え

抜いた回答であると感じられました。労働環境改善の為に継

続して協議するものは今後も協議を続けていきます。組合員

の皆さん、ご協力ありがとうございました！

今回の結果について、ご意見等ございましたら是非お聞かせ

下さい。
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2月13日（火）第２回支部長会議で要求案の提案と説明

　今年はどのように要求するかを組合員皆で決めた事として作

り上げることが何よりも力強いものとなり、重要です。支部の

代表には、執行部の要求案について、決議機関である中央委員

会までに支部の意見をまとめてきてもらうこととしました。

2月21日（水）第１回中央委員会で要求内容決議

　第２回支部長会議で提案の「2024総合労働条件闘争要求

案」について、支部の意見集約をもとに、支部代表中央委員か

ら発言を受けました。生活向上と物価高への不安から、賃上げ

への期待が大きく、また、副店長職の全店配属ないしは店長代

理業務手当新設についても声が多く寄せられました。要求にあ

たり、組合員の声は必ず伝えていくと支部代表者に伝え、採決

し、12の要求について満場一致で賛成可決しました。

2月26日（月）第４回労使協議会で12項目の要求　

　要求に至る社会背景と根拠を説明し、今年度、労使の頑張り

により、業績と人時生産性の目標達成していることに評価を求

め、また、第１回中央委員会での組合員の声も会社に伝え、賃

上げを含む労働条件改善に向けた要求を行いました。

3月5日（月）第５回労使協議会で会社側より１回目の回答　

　賃上げについて有額回答はあったが、要求まで到達していな

い内容でした。その他、家族手当見直しのように「年収の壁問

題」への政策パッケージへの企業姿勢を示した提案などがあっ

た他、長時間労働克服や所定労働時間短縮の為の前向きな回答

や制度改定の回答もありました。執行部側は、組合員に会社回

答内容をはかり、組合員の考えをよく聞いた上で回答する意向

を伝え、第５回労使協議会は終了しました。

3月12日（火）第２回中央委員会で支部の意見まとめ

　会社側１次回答について、支部意見集約をもとに、支部代

表から報告を受けました。定時・パートナー社員組合員のベ

ースアップについて、業績や生産性向上の評価が公平にされ

ていない、納得できない、という意見が多数、また、環境が

変わり正社員が担当した仕事を定時・パートナー社員が担う

ことへの評価や賃金アップを望む声も上がりました。正社員

についても、要求どおりの賃上げを目指して欲しい、その他

に配偶者手当の段階的減額を望む意見、副店長職増員もしく

は店長代理手当新設を強く望む意見も多くありました。意見

や要望は、内容を整理し、確実に会社側に伝えて交渉を続け

ることを約束し、今後の労使交渉と妥結の判断については執

行部に一任して欲しいと提案し、可決いただきました。執行

部一同、最後まで粘り強く交渉する決意を一つにしました。

お忘れに注意！共済金申請お願い！　　　　　　　　　　　　　　　　　　
入学に伴うウオロク労働組合共済金申請はお済み
ですか？
　今年小学校・中学校に入学のお子さんをもつ組
合員は、子一人あたり3,000円の共済金支給を受
けられます。
　申請には就学年齢であることを証明できる行政
の書類（保健証等）の写しが必要となりますの
で、忘れずに申請をお願いします！
　また病気やケガで7日以上お休みした場合など
共済金各種が利用できます（詳しくは支部長ま
で）。
　申請には支部長の確認を受け、支部長印を押印
しての提出が必要ですのでご注意下さい。
　いずれの申請も事由発生から90日以内までとな
りますので、お早めに申請をお願いします。

支部長印をも
らって提出

申請用紙は支部長に出力

してもらう

↓

口座番号、証明書類（写

し）、支部長員をお忘れ

なく

↓

セキュリティ便で組合事

務所宛に送付



　　　　　広報担当の藤塚です。巷では春一番や春雷と季節

　　　　　の便りが届き始めてきましたね。この文章を打ち

　　　　　込んでいる時はまだ桜は咲いてませんが、各支部

の皆様に4月号が届く頃にはもう満開でしょうか。お花見シー

ズン、行楽シーズンと外にお出かけする機会が多くなります

ので交通事故等お互いに注意していきましょう！

　最近トレンドワードに「カジトモ」という言葉が浮上して

いるそうです。共働き世代が増える昨今、「家事も夫婦共に

協力し合いましょう」という内容だそうです。かつてはイク

メンなんて言葉で男性の家事育児がもてはやされた時もあり

ましたがもはや古語ですね。実際、休みの日は洗濯や掃除、

ご飯の支度をしてはいるのですがこれを毎日、となるとなか

なかの重労働です。夫婦に限らず周囲も子育てに協力的な環

境だと非常に良いですよね。抱え込まずに相談したりちょっ

と愚痴を言い合えるだけでも気持ちが楽になるものです。

皆で楽しく、仲間をさそって旅行でリフレッシュしませんか？
　日帰り旅行の参加申し込み受
付中です。詳しくは支部掲示板
やサイボウズ内掲示板をご覧下
さい。世界遺産を見学し、美味
しいランチビュッフェで楽しい
ひと時となるでしょう。
　参加者の安全と楽し旅行のた
めに、執行部役員一同、準備と
サポートをいたします。
皆さん奮ってご参加下さい。
　第１陣　５/２９（水）
　第２陣　６/１０（月）
申込〆切：４/２２（月）　

編集後記

日帰り旅行の申し込み受付中！！　

一緒に政治を考えよう〜みんなの政治
政治をより身近に感じてもらい、楽しく関わってもらいたい
　2024総合労働条件闘争もひと段落し、労使で継続協議してい
くものは続けて取り組んでいきますが、今年の交渉を通じて感
じた事・・・。労使の努力でいくつもの改善が進みました。し
かし、そうではない、もっと大きな”世の流れや仕組み”を作
って欲しいと感じるもの（政治の力が必要なもの）もありまし
た。例えば、物価の上がり幅を超える賃上げを続けられる、国
民全体が豊かになる経済の仕組みや、「年収の壁問題」を解決
のできる制度づくりや法整備など・・・。田村まみ議員は、ス
ーパーマーケットで働いた経験から、私達が抱える課題や悩み
と真摯に向き合い、政策を作り、国政の場に届け続けていま
す。田村まみさんの活動を皆さんに紹介したいと思います。
１．田村まみ議員の活動の軌跡　　　　　　　　　　　　　　
2019.11　参議院本会議で初めての質疑。民間企業で働きなが
　　　　　ら、労働組合で活動していた経験も踏まえ、会社法
　　　　　改正に関する内容を質問。参議院厚生労働委員会で
　　　　　は小売で働いた経験から、カスタマーハラスメント
　　　　　や法定休暇充実の議論を訴える等、働く仲間に寄り
　　　　　添った問題提起をした。
2020.3 　厚生労働委員会において、コロナの影響に対して対策
　　　　  と制度の改善を求め、雇用調整助成金の拡充を実現。
2021.7    在宅勤務でも保育利用しやすい環境整備を実現。 

2022.5　カスハラ法案提出。顧客からの悪質クレームや迷惑
　　　　  行為を防ぐことで従業者等の就業環境が害されない
　　　　  ようにするための取り組みを推進。
2023.5    予算委員会で年収の壁問題を質疑。壁を生む原因と
　　　　  なっている社会保険適用拡大の企業規模要件の撤廃
               について、岸田総理の決断を求めた。  

２．まみに聞かせてキャンペーン　　　 　　　　　　　　

田村まみさんが、活動の原点である組合員皆さんの声を聞かせ
て欲しいという思いから、「まみに聞かせてキャンペーン」を
実施中です。QRコードを読み込み、『あなたの声を届ける』
ボタンを押し、年齢・性別・都道府県・組合名（ウオロク労働
組合と入力）を入れますと無記名で自分の思いを登録できま
す。皆さんの声が、田村議員の今後の政策と活動に生かされま
すので、是非とも声をあげて下さい。  

支部活動手当活用をお願いします！
支部の仲間づくり、歓送迎会などに役立てて下さい
　各支部のレクリエーション活動を支援するために、「支部活
動手当」を支給しています。各支部の企画であれば、何でも構
いません。 一人あたり年１回の支給となりますので、使用目的
をご検討の上お申し込み下さい（領収証必須「●●支部、但書
は『支部活動として』」と記載を）。
１．支給対象：各支部のレクリエーション企画（歓送迎会・バ
       ーベキュー・忘年会など）※単一部門のみ開催は不可 
２．支給額：行事実施時に参加する組合員×2,000円（ただ
       し、一人あたり2,000円未満の場合、実費分をお支払い
３．支給回数：年４回（但し、組合員一人あたり年１回とす
       る。試用期間中の組合員も申請可能）

３．田村まみ動画紹介　　　　　　　　　　　　　　　　

田村まみさんのの活動の様子をYouTubeの専用チャンネルで
いつでも見られます。国会での質疑の様子を中心に、働く私た
ち労働者の為に田村議員が頑張る姿を確認してみて下さい。下
記QRコードを読み取ると、直接YouTubeの「田村まみちゃん
ねる」にアクセスできます。


